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科目名  憲 法 

問題 

203X 年、国内における政治的対⽴や分断が世界情勢の⼤きな変動を受けて激しいもの
となった。その深刻な対⽴は⼤学の学⽣間にも⾶び⽕し、熱狂的な学⽣運動が復活するこ
ととなった。学⽣たちは各々異なる政治的主張を掲げ頻繁にデモ⾏進を⾏い、中には⽕炎
瓶を作成して機動隊に投げつけたり、機動隊員に暴⾏を加えたりする者も⽣じた。その結
果、拘置所内には公安事件関係の被告⼈として収容される学⽣が溢れるようになった。全
国の拘置所では、学⽣運動関連の被収容者が、過激派学⽣運動集団の起こした事件に関す
る雑誌記事等を読んで所内で騒ぎ、所内の規律や秩序の維持が極めて困難になりつつあ
った。そこで、国会がこの問題に対処するため、「拘置所の秩序維持強化に関する法律」
（以下「本件法律」という）を制定したとする。 

 反戦デー闘争等に参加していた X は、兇器準備集合罪、公務執⾏妨害罪等で起訴され、
東京拘置所に勾留、収容されていた。X は同拘置所内において全国紙である甲新聞を定期
購読していたところ、⼄派（過激派学⽣運動集団）によるバスジャック事件が発⽣した。
同拘置所⻑は、X にこの記事の閲読を許せば、所内の静穏が乱され、所内の規律及び秩序
を維持することが極めて困難になると判断した。そこで、本件法律 31 条の定めに基づき、
同バスジャック事件に関する記事を墨で塗りつぶして配布した。 

 X は、本件法律に憲法上の問題があり、違憲であると考えている。本件法律の合憲性を
判断するにあたっては、どのような合憲性判断基準を⽤いるべきことになるか。その結論
と理由を述べなさい。なお、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」や、そ
れと本件法律との関係については触れる必要はない。 

 

【参照条⽂】 

〇 拘置所の秩序維持強化に関する法律（抄） 

第 31 条 拘置所⻑は、収容されている者が⽂書⼜は図画の閲読を求めるときは、その閲 

読が、収容の⽬的に反することなく、かつ、拘置所の規律及び秩序を損なわないときに 

限りこれを許可するものとする。 

 

 

 

 

 



出題意図 

 本問は、表現の⾃由について、⼈権論の知識を基にした思考⼒を問うものである。具体
的には、表現の⾃由の基本的事項や関連する重要判例の基本的内容を正確に理解してい
るかをみるとともに、問われていることについて論理的に思考できているかをみる問題
である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


